
◎教育職員免許法の一部を改正する法律
（平成一四年五月三一日法律第五五号）　　

一、提案理由（平成一四年四月一七日・衆議院文部科学委員会）

○遠山国務大臣　このたび、政府から提出いたしました教育職員免許法の一部を改正す

る法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

　新学習指導要領のもと、基礎、基本を確実に身につけさせ、みずから学び考える力な

どを育成し、確かな学力の向上を図るとともに、心の教育の充実を図り、地域住民や保

護者から信頼される学校づくりを推進するためには、専門的な知識、技能を有する教員

が幼児、児童、生徒を指導できるよう教員免許制度の改善を行う必要があります。

　この法律案は、このような観点から、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校

段階間の連携の促進並びに小学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度

上の弾力的措置を講じるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するため所要の措

置を講ずるものであります。また、あわせて、教員に対する信頼を確保するため、教員

免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するものであります。

　次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

　まず第一に、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教

科及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにするものであります。

　第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとする

ときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。

　第三は、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、

授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。

　第四は、国立または公立の学校の教員で懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効す

ることとするなど、免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するための所要の規定

の整備を行うものであります。

　最後に、この法律は平成十四年七月一日から施行することとし、ただし、免許状の失

効及び取り上げに係る改正については平成十五年一月一日から施行することとするもの

であります。

　以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

　何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一四年四月二五日）

○河村建夫君　ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階間の連携の促進並びに小

学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度上の弾力的措置を講ずるとと

もに、学校教育への社会人の活用を促進するための所要の措置を講じ、あわせて、教員

に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するも



ので、その主な内容は、

　第一に、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科及

び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにすること、

　第二に、一定の教職経験を有する教員が隣接校種の普通免許状を取得しようとすると

きに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものとすること、

　第三に、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、

授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものとすること、

　第四に、国立または公立の学校の教員で懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効す

ることとするなど、免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するための所要の規定

の整備を行うこと

などであります。

　本案は、四月十六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会

に付託されました。

　本委員会におきましては、十七日に遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した

後、十九日及び昨二十四日に質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院文教科学委員長報告（平成一四年五月二四日）

○橋本聖子君　ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、教員免許制度の弾力化を推進するため、中学校又は高等学校の教諭の免

許状を有する者が小学校の相当する教科等の教授を担任することができるようにすると

ともに、特別免許状を授与するための要件を緩和し、その有効期限を撤廃するほか、教

員の資質の保持及び教職に対する信用の確保を図るため、教員免許状の失効及び取上げ

処分に係る規定を整備すること等の措置を講じようとするものであります。

　委員会におきましては、教員の資質能力の向上策、学校教育における社会人の活用の

在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと

存じます。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の

意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。

　なお、本法律案に対しまして附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年五月二三日）

　政府及び関係者は、教員の資質の保持と向上を目的とする教員免許制度の重要性にか



んがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、特別免許状制度の活用促進に当たっては、大学における教員養成の原則を堅持して

適切に運用すること。

二、免許状の失効及び取上げの措置については、不利益処分の重大性にかんがみ、公

平・公正を確保するよう、厳格な適用を行うこと。

三、学校種間の連携・接続の改善に当たっては、そのための条件整備に一層努めること。

四、教員免許状の総合化については、今後の学校教育の役割、教職の専門性の向上等の

観点を踏まえ、中長期的な展望をもって検討を進めること。

五、特殊教育諸学校における教員の当該校種免許状の保有率が低い現状を踏まえ、免許

状の円滑な取得のための環境整備等により、その保有率の向上に努めること。

　右決議する。


